
徳
島
県
規
則
第
二
十
一
号

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
の

中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
、
「
第
八

11

条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
の
４
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令

」
に
、
「
第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
六
号
の
別
紙
の
備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

「指
定
化
学
物
質

」の

「番
号

」及
び

「名
称

」の
欄
に
は

「Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
届
出
の
手
引
き

」

，

に
お
け
る
管
理
番
号
及
び
対
象
化
学
物
質
名

（別
名
の
記
載
が
あ
る
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は

当
，

該
別
名

）を
当
該
管
理
番
号
の
順
に
記
載
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
十
六
号
の
改
正
規

定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
様
式
第
二
十
六
号
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
に
お
け
る
徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例

（
平
成
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用

し
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


